
宿泊料の調整に関する調書

調整理由

調整根拠

宿泊先

調整額

領収書等添付欄

08-1-04-2

　　　　教諭　　大安太郎

　　　　　　　　4月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×30）＝97,700

　　　　　　　　5月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×31）＝100,640

　　　　　　　　6月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×30）＝97,700

　　　　　　　　7月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×31）＝100,640

　　　　　　　　8月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×31）＝100,640

　　　　　　　　9月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×30）＝97,700

　　　　　　　10月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×31）＝100,640

　　　　　　　11月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×30）＝97,700

　　　　　　　12月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×31）＝100,640

　　　　　　　　1月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×31）＝100,640

　　　　　　　　2月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×29）＝94,760

　　　　　　　　3月　　　　　9,500＋（9,800×3/10×31）＝100,640

　　　　　　　　　　　　　　366日　　1,190,040円

大安中学校

兵庫教育大学大学院にかかる学生寮の宿泊調整

旅費条例施行規則第１８条第７号

兵庫教育大学世帯用学生寄宿舎　　　兵庫県加東市下久米942-1

３２４，０００円
　　　　4月分宿泊料　9,500＋（9,800×3/10×30）＝97,700円
　　　　宿泊料の上限は、1月につき27,000円であるため
　　　　27,000×12＝324,000円




